
五島市監査委員公表第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に

基づき、令和５年度の定期監査（財務監査及び行政監査）を実施したので、その結果を同

条第９項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

令和６年２月２８日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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５五監第６９１号   

令和６年２月２８日   

 

五島市議会議長 木 口 利 光 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

五島市教育委員会教育長 村 上 富 憲 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬      

五島市監査委員 荒 尾 正 登      

 

令和５年度定期監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に

基づき、令和５年度定期監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令

和６年８月２８日までに本職に通知ください。 

記 

令和５年度定期監査結果報告書 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

定期監査（財務監査及び行政監査） 

第３ 監査の対象 

１ 対象部局 

福祉保健部 地域振興部 教育委員会事務局（分室を含む。）及び教育機関 

２ 対象項目 

ア 財務監査 

令和４年度の監査対象部局における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理について、次に掲げる項目を監査の対象とした。ただし、監査の対象と関連

する項目で監査の必要があると認めるものについては、令和４年度に限らないもの

とした。 

(ｱ) 収入事務 

(ｲ) 支出事務 
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(ｳ) 契約事務 

(ｴ) 財産管理事務 

  イ 行政監査 

    令和５年度の監査対象部局における事務の執行について、次に掲げる項目を監査

の対象とした。 

   (ｱ) 事務管理 

   (ｲ) 人事管理 

   (ｳ) 組織管理 

第４ 監査の着眼点 

１ 財務監査 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少

の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。 

２ 行政監査 

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているか。 

第５ 監査の主な実施内容 

監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類並びに人

員配置、所掌事務、事務事業の年間計画等に関する資料の提出を求め、その内容につい

て審査し、疑義不明等の事項について関係職員から事情を聴取した。 

また、現金、郵便切手等及び準公金の管理状況並びに財産管理に関する事務並びに行

政手続法（平成５年法律第８８号）及び行政手続条例（平成１６年五島市条例第１５号）

に基づく申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間（以下「審査基準及び標準

処理期間」という。）の整備状況等について、現地に赴き、その適否を監査した。 

第６ 監査の実施場所及び日程 

１ 監査の期間  令和５年５月２６日から令和６年２月２２日まで 

２ 実施場所   監査委員事務局等 

(1) 事情聴取 

ア 実施場所 市役所３階第２委員会室 

イ 日  程 令和６年１月１２日、同月１９日及び２月２日 

(2) 実地監査 

 ア 実施場所 監査対象部局の執務室及び監査対象施設 

 イ 日  程 令和６年１月１２日、同月１９日及び２月２日 

(3) 講評会 

ア 実施場所 市役所３階Ｄ会議室 

イ 日  程 令和６年２月２２日 



 

 3/17 

 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、

次の指摘事項及び指導事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていること

が認められた。 

また、行政監査については、監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、正確に

行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め

ていることが認められた。 

 １ 財務監査 

  (1) 収入事務 

   ア 指摘事項 

    (ｱ) 介護保険料の延滞金について 

介護保険料の延滞金については、福祉保健部長寿介護課において納期限内に

保険料を納付していない被保険者と納付相談を行う中で、延滞金の納付が可能

な者に対してのみ、その都度、延滞金額を印字した納付書（納付済通知書）を

発行して納付させ、その後、延滞金の入金を確認してから調定処理を行ってい

る。 

五島市介護保険条例（平成１６年五島市条例第１３６号）第９条第１項は、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）「第１３２条の規定により普通徴収に係

る保険料の納付義務を負う者（以下「納付義務者」という。）は、納期限後にそ

の保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から

納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年１４．６パーセント（当該納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。ただし、延滞金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額

が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」

と規定するから、納期限後に納付された全ての保険料について、その納期限の

翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金額を算出して調定処理を行い、納

付させるべきである。 

（福祉保健部長寿介護課） 

(2) 支出事務 

   ア 指導事項 

(ｱ) 五島市カネミ油症被害者団体活動費補助金について 

精算払による補助金の実績報告書が翌年度の４月２０日に提出され、補助金

の額の確定日が、同月１１日となっている。 
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地方自治法第２０８条第１項は「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月

一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」として、会計年度につ

いて規定し、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治令」と

いう。）第１４３条第１項第４号は「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補

助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行が

あつた日の属する年度」として、歳出の会計年度所属区分について規定するか

ら、実績報告書の受領が翌年度になったとしても、書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を当該年度の３月３１日までに確定されたい。 

（福祉保健部国保健康政策課） 

(ｲ) 概算払による補助金の履行確認について 

      次に掲げる補助金の交付事務において、次のとおり不適切な事務処理が見受

けられた。 

     a 補助事業が年度末（３月３１日）に完了したことの履行確認を、補助金の交

付決定をした年度の３月３１日までに行っていない。 

b 実績報告書の内容の審査に時間を要しているため、補助金の額の確定が遅

れている（翌年度に行われている。）。 

歳出の会計年度所属区分について、自治令第１４３条第１項第５号は「前

各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度」

と規定している。また、地方財務実務提要（地方自治制度研究会編集）によ

ると、「概算払による補助金の会計年度の所属区分は、支出負担行為（補助金

交付決定）をした年度となり、履行確認も同一年度において行わなければな

らないものであり、概算払による補助金の履行確認は新年度においては行え

ない。」と解している。 

したがって、補助金の交付決定をした年度の予算で支出するには当該年度

の３月３１日までに履行確認をしなければならず、概算払の補助金の履行確

認は、新年度においては行えないことになるので、補助金の交付決定に当た

っては、履行確認に要する日数を勘案して補助事業の実施期間を指導された

い。 

なお、行政実例（昭和３８年１２月１９日付け自治丁行発第９３号行政課

長通知）によると、「当該行為の履行があった日」とは、当該行為の履行確認

の日をいうとあるので、市が補助事業等の完了を確認した日（履行確認をし

た日又は検査をした日）は、実績報告書が補助事業等を行う者から提出され

る前であっても差し支えないと解される。 
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    （補助金名） 

     (a) 五島市地域の絆再生事業交付金 

     (b) 五島市観光協会運営費補助金 

     (c) 五島さんごの町富江観光協会運営費補助金 

     (d) 五島市スポーツ協会事業費補助金 

     (e) 五島市婦人会連絡協議会活動事業費補助金 

     (f) 五島市青少年健全育成地区活動費補助金（福江地区） 

     (g) 五島市ＰＴＡ連合会活動事業費補助金 

     (h) 五島市ＰＴＡ連合会研究大会事業費補助金 

（地域振興部地域協働課・文化観光課・スポーツ振興課 教育委員会事務局教

育総務課） 

    (ｳ) 郵便切手等の管理について 

郵便発送簿を確認したところ、次のとおり郵便切手等（郵便切手、郵便はが

き及びレターパックをいう。以下同じ。）の不適切な管理状況が見受けられた。 

郵便切手等の管理は、現金同様に善良な管理者の注意を怠ってはならず、亡

失事故などが生じないよう、使用時には確実に郵便発送簿に記録すべきである。 

また、郵便切手等は、定期的に使用枚数及び残数の確認を行い、購入の都度

在庫数を確認の上、計画的に必要枚数を購入して、年度内に費消すべきである。 

     a 前年度からの繰越しにより保有していた郵便はがきについて、購入枚数、使

用枚数及び残数を記載する郵便発送簿が整備されていない。 

     b 郵便切手の金種ごとの残数の管理が行われていない。 

c 前年度から繰り越した郵便切手等の枚数が多数に上る。 

（福祉保健部国保健康政策課 教育委員会事務局教育総務課 福江文化会館 

五島市立図書館） 

    (ｴ) 五島市障害者団体等活動事業費補助金について 

五島市身体障害者福祉協会から令和５年３月３１日付けで令和４年度五島

市障害者団体等活動事業計画変更承認申請書が提出されたが、審査の過程で金

額の算定誤りが判明したため、申請者に訂正を求めずに職員が朱書きで加筆し

ている。 

他人が作成した文書に職員が加筆することはできないから、申請者に訂正さ

せるべきである。 

（福祉保健部社会福祉課） 

  (3) 契約事務 

ア 指摘事項 

(ｱ) 設計書の作成について 
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次に掲げる業務の委託については、自治令第１６７条の２第１項第２号及び

五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号。以下「財務規則」という。）

第８７条第１項第２号の規定に基づき随意契約を締結しているが、仕様書に基

づき設計金額の算出に必要な設計書が作成されていない。設計書は、契約の履

行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確保を図ることを目的として作

成するものであり、その役割は、見積者の契約の内容、要件等を知る資料で、

契約担任者にとっては予定価格の設定並びに監督及び検査の資料等になるも

のであるので、随意契約においても必ず作成するよう、五島市随意契約ガイド

ライン（平成２２年３月２５日付け２１五財第１５２１号財政課長通知）にの

っとり、適正な事務処理に努められたい。 

    （委託業務名） 

      a 五島市移住定住コミュニケーションアプリ運用保守業務委託 

b 五島市移住定住コミュニケーションアプリ改修機能業務委託 

c パンフレット制作業務委託 

d ＯＴＡを活用した情報発信及びマーケティング事業業務委託 

e 五島列島全国ＰＲプロモーション事業業務委託 

f お手軽フィッシングパッケージプラン造成販売実証事業業務委託 

g 日本遺産と遣唐使の歴史を活用した周遊着地型商品開発事業業務委託 

h 五島版ＭａａＳ開発事業業務委託 

i フランスからの観光客誘致プロモーション業務委託 

j 鬼岳天文台 600mm反射望遠鏡再メッキ業務委託 

k 五島市中央公園市民体育館清掃業務委託 

l 五島市中央公園警備業務委託 

m 岐宿小（岐宿・川原）スクールバス運行業務委託 

n 岐宿小（山内）スクールバス運行業務委託 

o 玉之浦小中学校スクールバス運行業務委託 

p 三井楽小スクールタクシー運行業務委託 

q 岐宿中（山内・河務）スクールバス運行業務委託 

r 久賀（深浦）スクールバス運行業務委託 

s 崎山小学校樹木枝打伐採業務委託 

t 市内中学校樹木枝打伐採業務委託 

u 給食調理業務委託 

v 五島市校務支援システム保守点検業務委託 

w 五島市ＩＣＴ教育強化事業業務委託 

（地域振興部地域協働課・文化観光課・スポーツ振興課 教育委員会事務局教
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育総務課・学校教育課） 

    (ｲ) 生活困窮者自立支援事業業務委託について 

見積依頼書の留意事項には、見積額は、見積もった契約希望金額の１１０分

の１００に相当する金額（消費税抜き）で記載するようになっているが、起案

文書による決裁を受けずに、消費税を含んだ見積書を提出するよう、見積を依

頼した者に口頭で通知しているため、見積書の金額が、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額になっていない。 

五島市文書管理規則（平成１６年五島市規則第１１号。以下「文書管理規則」

という。）第４条第１項は、「事務は、文書によって処理することを原則とする。」

と規定するから、口頭で通知するのではなく、見積依頼書の留意事項を変更す

る起案文書について決裁を受け、文書によって通知すべきである。 

（福祉保健部社会福祉課） 

    (ｳ) 相談支援業務委託及び地域活動支援センター事業業務委託について 

全額を前金払とし、業務完了報告書を翌年度の４月２８日に受領している。 

地方自治法第２０８条第 1項は「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月

一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」として、会計年度につ

いて規定し、自治令第１４３条第１項第５号は「前各号に掲げる経費以外の経

費は、その支出負担行為をした日の属する年度」として、歳出の会計年度所属

区分について規定するから、当該年度の３月３１日までに業務完了報告書を受

領すべきである。 

（福祉保健部社会福祉課） 

(ｴ) 富江地域福祉センター男子便所及び保健室防水補修工事について 

急を要する補修であるということから、設計書を作成せずに、業者から徴取

した概算見積書を設計額の根拠として契約事務を行っている。また、完成検査

においては、検査職員でない者が工事の検査を行っている。 

財務規則第１００条第１項は、「契約担任者又は契約担任者から検査を命ぜら

れた職員（以下「検査職員」という。）は、当該請負契約についての給付の完了

の確認（部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。）について契約書、仕様書、

設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。」と規

定するから、請負金額の大小に関係なく検査職員が検査を行わなければならな

い。また、業者から徴取した概算見積書は、設計書を作成する上で参考となり

得るものであるが、設計書とすることはできない。設計書は、見積者の契約の

内容、要件等を知る資料で、契約担任者にとっては予定価格の設定並びに監督

及び検査の資料等になるものであるので、随意契約においても必ず作成すべき

である。 
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（福祉保健部社会福祉課・富江支所） 

    (ｵ) 五島市認知症高齢者等見守り実証事業業務委託について 

変更契約の起案文書について決裁を受けているが、変更契約を締結せずに変

更契約の内容を反映した契約書を当初契約日と同じ日で締結したため、２通の

契約書が保管されている。また、令和５年３月９日付けで業務完了報告書を受

領しているが、検査調書は、同年２月２８日に作成されている。 

文書管理規則第３０条は、「担当者は、文書の施行に当たっては、決裁文書（決

裁された起案文書をいう。以下同じ。）との照合を行わなければならない。」と

規定するから、決裁を受けた変更契約書の案に基づき契約を締結すべきである。

また、財務規則第１００条第４項は、「検査職員は、請負契約についてその工事、

製造等が完成した旨の届出を受けたとき、又は部分払の請求があったときは、

その届出又は請求のあった日から１４日以内に、物件の買入れその他の契約に

ついてその履行が完了した旨の届出を受けたときは、その届出のあった日から

１０日以内に検査又は検収を行わなければならない。」と規定するから、検査職

員は、委託業務が完成した旨の届出を受けた後に完成検査を行い、検査調書を

作成すべきである。 

（福祉保健部長寿介護課） 

    (ｶ) 岐宿生活支援ハウスふれあいの里後付けシャッター修繕について 

工事完成通知書が提出されていない。また、完成検査については、担当職員

と現場代理人で現地確認を行い、検査職員は検査を行っていないにもかかわら

ず、検査調書を作成している。 

五島市建設工事執行規則（平成１６年五島市規則第１７７号。以下「建設工

事執行規則」という。）第３５条第 1項は、「請負者は、工事が完成したときは、

工事完成通知書（様式第１９号）に工事写真等の工事記録を添えて契約担任者

に通知しなければならない。」と規定するから、工事記録を添えた工事完成通知

書を提出させるべきである。また、財務規則第１００条第１項は、「契約担任者

又は契約担任者から検査を命ぜられた職員（以下「検査職員」という。）は、当

該請負契約についての給付の完了の確認（部分払を行う場合の既済部分の確認

を含む。）について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に

検査を行わなければならない。」と規定するから、検査職員は契約書等の関係書

類に基づき、実地に検査を行うべきである。 

（福祉保健部長寿介護課） 

    (ｷ) 医薬品購入(単価契約)、玉之浦診療所検体検査委託及び玉之浦医薬品購入

について 

予定価格調書を作成せず、国が定めた薬価基準及び診療報酬点数と見積書を
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比較して、落札者を決定している。 

財務規則は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置

かなければならないと規定するから、予定価格調書を作成し、見積書の金額と

予定価格を比較して落札者を決定すべきである。 

（福祉保健部玉之浦診療所） 

    (ｸ) 玉之浦診療所昇降機点検業務委託、自動火災報知設備設置及び駐車場フェ

ンス取替工事について 

予定価格調書用封筒を作成しておらず、予定価格調書を確実に保管していな

い。 

玉之浦診療所昇降機点検業務委託及び自動火災報知設備設置については、財

務規則が予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなけ

ればならないと規定し、駐車場フェンス取替工事については、建設工事執行規

則が予定価格を定めたときは、予定価格調書及び予定価格調書用封筒を使用し、

確実に保管しなければならないと規定するから、予定価格を定めたときは、予

定価格調書及び予定価格調書用封筒を使用して作成し、金庫等で確実に保管す

べきである。 

（福祉保健部玉之浦診療所） 

イ 指導事項 

  (ｱ) 五島市めぐりあい交流促進事業業務委託について 

業務完了報告書に受託者の押印がされておらず、所管課においては、受付印

を押捺せず、供覧もされていない。 

令和２年１２月１５日付けで総務企画部総務課が示した押印見直しの判断

基準である「申請書等の押印見直し指針」において、押印が必要なものとして

「法人から提出される申請書等のうち、支出の根拠となるもの」が示されてい

るから、業務完了報告書には受託者の押印が必要である。また、検査職員は、

財務規則第１００条第１項の規定により、当該請負契約についての給付の完了

の確認について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検

査を行うことになるから、業務完了報告書は、受領後、速やかに供覧すべきで

ある。 

（福祉保健部こども未来課） 

ウ 意見 

(ｱ) 五島市ファミリー・サポート・センター事業委託及び五島市子育てサービス

利用者支援事業（基本型）業務委託について 

「経験、知識・ノウハウが特に必要で、継続的な委託事業者でなければ困難

である」との理由で、自治令第１６７条の２第１項第２号に規定する「その性
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質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を根拠に、１者から見積書

を徴取して特命随意契約を締結している。 

これらの業務委託について、今後、公募による業務委託の実施の検討ができ

るのであれば、五島市随意契約ガイドラインに示されている「経験、知識を特

に必要とする場合」の一般的事例には該当しないおそれもあるから、契約方法

について見直しを検討すべきである。 

（福祉保健部こども未来課） 

(4) 財産管理事務 

 ア 指摘事項 

  (ｱ) 旧富江へき地保育所跡地の貸付契約について 

市有財産貸付契約は締結しているが、契約書を紛失している。 

文書管理規則第３７条は、「文書は、キャビネット等又は書庫において、常に

整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるよう保管し、又は保

存しておかなければならない。」と規定するから、契約書は、キャビネット等に

適切かつ確実に保管すべきである。 

（福祉保健部こども未来課） 

  (ｲ) 普通財産の貸付けについて 

    平成２９年３月３１日付けで市と民間事業者との間で締結したホテル用地の

定期借地権設定契約書において、同年４月１日（賃貸借期間の始期）から令和

元年６月１５日（ホテルの供用開始日）の前日までの期間である８０５日間を

貸付料の算定に含んでおらず、貸付料を無償としていた。 

地方自治法は、第２３７条第２項において、普通地方公共団体の財産は、条

例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを貸し付け

てはならないと規定し、第９６条第１項第６号において、条例の定めがある場

合を除いて、財産を適正な対価なくして貸し付けることを議会の議決事件とし

ているところ、本件普通財産の無償貸付けについては、議会の議決を経ておら

ず、また、五島市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例（平成１６年

五島市条例第５１号）第４条に規定する普通財産の無償貸付けの要件に該当せ

ず、ほかに本件普通財産の貸付けを無償とする条例の規定もないから、議会の

議決を経るべきである。 

（地域振興部文化観光課） 

  (ｳ) 公有財産の使用許可について 

    旧岳小学校用地の使用許可については、使用者から提出された公有財産使用

許可申請書（更新）の使用目的、使用方法、使用面積等について現地での確認

を十分に行わないまま、使用許可をしている。そのため、使用者が公有財産使
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用許可申請書に添付している使用面積以外の区域を使用していた事実を確認せ

ず、また市の許可を得ずに使用者が設置した建物（作業所）の存在を把握しな

いまま、本件土地を使用させていた。 

    公有財産の使用許可に当たっては、五島市有財産管理規則（平成１６年五島

市規則第４９号）に基づき、申請地の使用目的、使用方法、使用面積等につい

て、現地での確認を十分に行った上で使用の許可を行うとともに、使用許可の

条件に反する使用については、法令に基づき厳正に措置されたい。 

（教育委員会事務局教育総務課） 

 ２ 行政監査 

行政監査においては、令和５年度の各監査対象部局の人員配置及び所掌事務、事務

事業の年間計画、重要課題又は懸案事項の改善状況等の内容等を概観し、事務事業の

執行状況、問題点等を聴取して、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性等の観点

から考察を述べた。 

また、審査基準及び標準処理期間を定めているか、その定めは当該申請の提出先と

されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にされているか

などの状況を実地に監査したところ、次のとおりであった。 

ア 審査基準及び標準処理期間は、おおむね定められており、簿冊により整備され

ていた。 

イ 審査基準及び標準処理期間を定めた簿冊については、複数の部局において、執

務室の窓口あるいはカウンターなどに置いて、申請者等の利便に配慮して常時見

ることができる状態とはなっていなかった。 

ウ 全部局の審査基準及び標準処理期間を定めた簿冊が、行政資料室に備え付けら

れており、公表されていた。 

３ まとめ 

令和５年度の定期監査においては、３の部局を監査の対象とし、財務監査の対象件

数は１，１０３件であった。監査の結果における指摘事項、指導事項及び意見の件数

は、次のとおりである。 

 指摘事項 指導事項 意 見 合 計 

収入事務 １件 ０件 ０件 １件 

支出事務 ０件 ４件 ０件 ４件 

契約事務 ８件 １件 １件 １０件 

財産管理事務 ３件 ０件 ０件 ３件 

合 計 １２件 ５件 １件 １８件 

収入事務については、調定の時期が適切でないもの、納期限の設定が適切でないも

のなどが見受けられたので、複数職員での確認を行うなどチェック体制を強化し、関
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係法令の規定に基づき適正な事務処理を行われたい。 

支出事務については、市が団体（実行委員会形式のものを含む。）に補助金、負担金

その他の名目により現金を交付し、かつ、業務上の必要性から市の職員が公金に準じ

て管理しているものが多く見受けられた。準公金は、公金と同様に重要であるから、

準公金の適正かつ安全な管理体制の整備に努められたい。また、準公金は、市の所有

に属さないことを踏まえ、その管理は団体によって行われるよう事務の移管に努めら

れたい。 

契約事務については、委託契約において、自治令第１６７条の２第１項第２号及び

財務規則第８７条第１項第２号の規定により相手方が特定されるという理由で、特命

随意契約（１者随契）を締結しているものが多く見受けられた。随意契約については、

過去に履行の実績があることをもって随意契約できるものではなく、競争入札とでき

ないかを十分に検討し、やむを得ず随意契約の方法による場合は、法令等を遵守し、

随意契約のデメリットである受注機会が広く与えられない、相手方が固定化し公正な

取引を阻害するおそれがある、競争原理が働かず契約金額が高止まりするなどといっ

たことを十分認識した上で、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努め

なければならない。随意契約の締結に当たっては、自治令、財務規則及び五島市随意

契約ガイドラインにのっとり、適正な事務処理に努められたい。 

財産管理事務については、公有財産の使用許可及び普通財産の貸付けにおいて、申

請地の現況の確認、使用目的、使用料の算定、貸付期間等が法令等に適合しているか

を十分に確認し、適正な財産管理に努められたい。 

行政監査においては、五島市情報提供等の推進に関する規則（平成１６年五島市規

則第１８号）第３条第５項の規定に基づき、審査基準及び標準処理期間をインターネ

ットにより公表するなど、情報技術を活用した市政情報の公表に努められたい。 

なお、監査結果については、情報を共有し、各所属部局において再度指導徹底を図

られたい。 

 

 

【参照条文】 

◯地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

一～五 略 

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手

段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 

七～十五 略 
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② 略 

（会計年度及びその独立の原則） 

第２０８条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一

日に終わるものとする。 

２ 略 

（財産の管理及び処分） 

第２３７条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をい

う。 

２ 第二三八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、

条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しく

は支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付け

てはならない。 

３ 略 

◯行政手続法（平成５年法律第８８号） 

（審査基準） 

第５条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 

２ 略 

３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされて

いる機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしてお

かなければならない。 

（標準処理期間） 

第６条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで

に通常要すべき標準的な期間（法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出

先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に

到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間）を定

めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされて

いる機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければ

ならない。 

◯地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  （歳出の会計年度所属区分） 

第１４３条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。 

一～三 略 

四 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつ

た後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度 

五 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度 
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２ 略 

（随意契約） 

第１６７条の２ 地方自治法第２３４条第２項の規定により随意契約によることがで

きる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 略 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、

加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目

的が競争入札に適しないものをするとき。 

三・九 略 

２～４ 略 

◯五島市行政手続条例（平成１６年五島市条例第１５号） 

（審査基準） 

第５条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定め

に従って判断するために必要とされる基準（以下「審査基準」という。）を定めるもの

とする。 

２ 略 

３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先と

されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公に

しておかなければならない。 

（標準処理期間） 

第６条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで

に通常要すべき標準的な期間（条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提

出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所

に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間）を

定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされ

ている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければ

ならない。 

○五島市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例（平成１６年五島市条例第５１号） 

（普通財産の無償貸付け又は減額貸付け） 

第４条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より

も低い価額で貸し付けることができる。 

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体（以下「地方公共団体等」とい

う。）において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使

用の目的に供しがたいと認めるとき。 
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◯五島市介護保険条例（平成１６年五島市条例第１３６号） 

（延滞金） 

第９条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者（以下

「納付義務者」という。）は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につ

き年１４．６パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に１００円未満の端数がある

とき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

◯五島市文書管理規則（平成１６年五島市規則第１１号） 

（事務処理の原則） 

第４条 事務は、文書によって処理することを原則とする。 

２ 文書事務（文書の収受、整理及び保管、文書の作成等に関する事務をいう。以下

同じ。）は、文書管理システムの利用により行うことを原則とする。 

（施行する文書の確認） 

第３０条 担当者は、文書の施行に当たっては、決裁文書（決裁された起案文書をい

う。以下同じ。）との照合を行わなければならない。 

（文書管理の原則） 

第３７条 文書は、キャビネット等又は書庫において、常に整然と分類して整理し、

必要なときに、直ちに取り出せるよう保管し、又は保存しておかなければならな

い。 

◯五島市情報提供等の推進に関する規則（平成１６年五島市規則第１８号） 

（市政情報の公表） 

第３条 実施機関は、次に掲げる事項に関する市政情報を市民等に公表するものとする。 

(1)～(10) 略 

(11) 行政手続、情報公開及び個人情報の保護に関する事項 

ア 申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間、不利益処分の基準等の行政手 

続に関する資料 

イ～オ 略 

２～４ 略 

５ 実施機関は、第３項に規定する方法による公表のほか、市政情報の全部若しくは要旨

等又はその名称の一覧をインターネットにより公表するなど、情報技術を活用した公
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表に努めるものとする。 

◯五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号） 

（一般競争入札の予定価格） 

第７６条 契約担任者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、

設計書等によって予定し、その予定した価格（以下「予定価格」という。）を記載した

書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。 

２～４ 略 

（見積書の徴取等） 

第８７条 随意契約によろうとするときは、２人以上の者の見積書を徴さなければなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、１人の者の見積りをもって代えることができる。 

(1) １件の予定価格が１５万円（物件の修繕については、２０万円）を超えない場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により

相手方が特定される場合 

（検査職員の職務） 

第１００条 契約担任者又は契約担任者から検査を命ぜられた職員（以下「検査職員」

という。）は、当該請負契約についての給付の完了の確認（部分払を行う場合の既済部

分の確認を含む。）について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地

に検査を行わなければならない。 

２・３ 略 

４ 検査職員は、請負契約についてその工事、製造等が完成した旨の届出を受けたとき、

又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求のあった日から１４日以内に、

物件の買入れその他の契約についてその履行が完了した旨の届出を受けたときは、そ

の届出のあった日から１０日以内に検査又は検収を行わなければならない。 

５～８ 略 

◯五島市補助金等交付規則（平成１６年五島市規則第４４号） 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したとき（第

１２条第２項第２号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。）は、

補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書（様式第３号）に市長の定める書

類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市

の会計年度が終了した場合も、同様とする。 

２ 略 

（補助金等の額の確定） 

第１４条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた

場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、そ
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の報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補

助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書（様式第４号）

により通知するものとする。 

◯五島市建設工事執行規則（平成１６年五島市規則第１７７号） 

（予定価格調書） 

第４条 市長又は市長から契約締結権の委任を受けた者（以下「契約担任者」という。）

が予定価格を定めたときは、予定価格調書（様式第１号）及び予定価格調書用封筒（様

式第２号）を使用し、確実に保管しなければならない。 

（完成検査） 

第３５条 請負者は、工事が完成したときは、工事完成通知書（様式第１９号）に工事

写真等の工事記録を添えて契約担任者に通知しなければならない。 

２・３ 略 

〇五島市補助金等交付規則の施行について（通知）（平成１６年１２月２４日付け１６五財

第１１７９号・１６五総第１６１５号通知） 

第３ 補助事業等の遂行等に関する事項（第１０条－第１６条） 

１～３ 略 

４ 補助事業者等が補助事業等実績報告書（様式第３号）を提出しなければならない

のは、次の場合であるが、提出部数及び提出期限並びに添付すべき関係書類の種

類及び様式等は、個々の要綱で定めるべきものであること。（第１３条） 

(1) 補助事業等が完了したとき。 

(2) 補助事業等の廃止の承認を受けたとき。 

(3) 補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したとき。 

なお、間接補助事業等の実績については、補助事業者等をして、間接補助事業

者等から提出を受けた報告書の写しを添付せしめる等の方法により、十分に把握

すべきものであること。 

５ 実績報告書の内容の審査及び現地調査等により、補助事業等の成果が交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額

を確定（交付の決定の金額を減額すべきものと認めたときは補助金等の減額をする

旨、金額に異動のないときは当初の交付の決定のとおりである旨の意思を決定）

し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書（様式第４号）又は別記様式第

２号により通知するものであること。（第１４条） 

なお、国の間接補助金等に係る補助金等については、原則として、国の額の確定

の通知を受けた後に行うべきものであること。 

６ 略 
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